
九
一
七

 

 
 

 

第
94

類
 
家
具
、

寝
具

、
マ
ッ
ト
レ
ス
、

マ
ッ
ト
レ
ス
サ
ポ

ー
ト

、
ク
ッ
シ
ョ
ン
そ

の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る

詰
物

を
し

た
物
品
並
び

に
ラ

ン
プ
そ
の
他
の
照
明
器

具
（
他
の
類
に
該

当
す

る
も
の
を
除
く
。

）
及

び
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ

ョ
ン

サ
イ

ン
、
発
光
ネ

ー
ム

プ
レ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
物
品

並
び

に
プ
レ

ハ
ブ
建

築
物
 

9
4
.0
1 

腰
掛
け

（
寝

台
と
し
て
兼
用
す

る
こ

と
が

で
き

る
も
の

で
あ

る
か
な
い
か
を
問

わ
な

い
も

の
と

し
、
第

94.
02

項
の
も
の
を
除

く
。

）
及

び
そ

の
部
分

品
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9
4
01
.9
0 

部
分
品
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1
 革

製
の
も
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9
4
01
90
.
021 

－
 
自
動
車

に
使

用
す
る
種
類
の
も

の
 

3
.8
% 

B
10
 

 
 

3
.
5% 

3
.1%

 
2
.8
% 

2
.
4% 

2
.1%

 
1
.7%

 
1
.
4% 

1
.
0% 

0
.7%

 
0
.
3% 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

9
4
01
90
.
029 

－
 
そ
の
他

の
も

の
 

3
.8
% 

B
10
 

 
 

3
.
5% 

3
.1%

 
2
.8
% 

2
.
4% 

2
.1%

 
1
.7%

 
1
.
4% 

1
.
0% 

0
.7%

 
0
.
3% 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

 
第

96
類
 
雑
品
 

9
6
.0
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9
6
05
00
.
000 ト

ラ
ベ

ル
セ

ッ
ト
（
化
粧
用
、

洗
面

用
、

裁
縫

用
又
は

靴
若

し
く
は
衣
服
の
清

浄
用

の
も

の
に

限
る
。

）
 

6
.6
% 

B
10
 

 
 

6
.
0% 

5
.4%

 
4
.8
% 

4
.
2% 

3
.6%

 
3
.0%

 
2
.
4% 

1
.
8% 

1
.2%

 
0
.
6% 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

無
税
 

 

附
属
書
二

Ｂ

第
二
・
十
五
条
及
び
第
二
・
十
七
条
に
規
定
す
る
物
品
の
表
（
注
）

－
注

こ
の
附
属
書
に
お
け
る
記
載
は
、
二
千
十
七
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
統
一
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

類

品
名

二
五

塩
、
硫
黄
、
土
石
類
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
石
灰
及
び
セ
メ
ン
ト

二
六

鉱
石
、
ス
ラ
グ
及
び
灰

二
七

鉱
物
性
燃
料
及
び
鉱
物
油
並
び
に
こ
れ
ら
の
蒸
留
物
、
歴
青
物
質
並
び
に
鉱
物
性
ろ
う

二
八

無
機
化
学
品
及
び
貴
金
属
、
希
土
類
金
属
、
放
射
性
元
素
又
は
同
位
元
素
の
無
機
又
は
有
機
の
化
合
物

七
一

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
、
半
貴
石
、
貴
金
属
及
び
貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
身
辺
用
模
造
細
貨
類
並
び
に
貨

幣

七
二

鉄
鋼
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九
一
八

七
三

鉄
鋼
製
品

七
四

銅
及
び
そ
の
製
品

七
五

ニ
ッ
ケ
ル
及
び
そ
の
製
品

七
六

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
製
品

七
八

鉛
及
び
そ
の
製
品

七
九

亜
鉛
及
び
そ
の
製
品

八
〇

す
ず
及
び
そ
の
製
品

八
一

そ
の
他
の
卑
金
属
及
び
サ
ー
メ
ッ
ト
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品

附
属
書
二－

Ｃ

自
動
車
及
び
部
品

第
一
条

定
義

１

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、

「
Ｗ
Ｐ
二
十
九
」
と
は
、
国
際
連
合
欧
州
経
済
委
員
会
の
枠
組
み
に
お
い
て
活
動
す
る
自
動
車
基
準
調
和
世
界
フ
ォ
ー

(a)
ラ
ム
を
い
う
。

「
千
九
百
五
十
八
年
協
定
」
と
は
、
車
両
並
び
に
車
両
へ
の
取
付
け
又
は
車
両
に
お
け
る
使
用
が
可
能
な
装
置
及
び
部

(b)
品
に
係
る
調
和
さ
れ
た
技
術
上
の
国
際
連
合
の
諸
規
則
の
採
択
並
び
に
こ
れ
ら
の
国
際
連
合
の
諸
規
則
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
る
認
定
の
相
互
承
認
の
た
め
の
条
件
に
関
す
る
協
定
を
い
う
。

「
千
九
百
九
十
八
年
協
定
」
と
は
、
車
両
並
び
に
車
両
へ
の
取
付
け
又
は
車
両
に
お
け
る
使
用
が
可
能
な
装
置
及
び
部

(c)
品
に
係
る
世
界
技
術
規
則
の
作
成
に
関
す
る
協
定
を
い
う
。

「
国
際
連
合
規
則
」
と
は
、
千
九
百
五
十
八
年
協
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
国
際
連
合
の
規
則
を
い
う
。

(d)

「
Ｇ
Ｔ
Ｒ
」
と
は
、
千
九
百
九
十
八
年
協
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
、
世
界
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
る
世
界
技
術
規
則
を

(e)

01_和文【本文】付属書（１）.indd   918 2018/09/05   17:50:50


